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【研究要旨】 

本研究は、裁量労働制の制度の趣旨に適った対象業務の範囲や働く方の裁量と健康を

確保する方策等についての検討に資するため、専門業務型及び企画業務型それぞれの裁

量労働制の適用・運用実態や裁量労働制の適用・非適用による労働時間の差異等を分析

することを目的としている。 

本研究から得られた主な結果は以下のとおりである。 

第一に、労働時間については、裁量労働制の適用労働者の方が労働時間が長くなること

が推定され、階差推定の結果からも裁量労働制の適用を受けることで前年からの労働時間

が増加することが見て取れるが、その一方で労働時間の変化は適用労働者の属性によって

も異なるものであり、労働時間が増える人もいれば減る人もいて、増加の状況についても

裁量労働制の対象業務や役職等により変わりうる。 

第二に、健康状態について、適用労働者と非適用労働者及び適用の前後において大きな

差は見られなかった。メンタルヘルスの分析においても、裁量労働制の適用によって悪化

していると言えるまでの傾向は見られず、睡眠時間についても適用労働者と非適用労働者

とでほぼ変わらない結果となり、裁量労働制の適用が労働者の健康状態に影響を及ぼして

いるとまでは結論づけがたいものであった。 

第三に、処遇その他について、裁量労働制の適用を受けて適用労働者の方が年収が 10％

強高いということが、回帰分析の結果及びマッチング推定の結果として裏付けられ、非適

用労働者と比べて一定程度処遇面での差があることがわかった。また、労働者からの自由

回答については、これ自体のサンプル数が多いものではないということもあるが、テキス

ト分析の結果として、裁量労働制の適用に対する満足度別にみたときに特定の単語に正負

の意味づけを見いだせるものではないが、それぞれ同じような観点からの意見の傾向にあ

るという点については確認することができた。 

今回、裁量労働制の実態を把握するために実施された初めての政府一般統計である裁量

労働制実態調査の結果から、以上のような分析の結果が導き出された。今回の研究の知見

は、今後の裁量労働制の検討等において活用されることが期待されるものと考えられる。 
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Ａ. 研究目的 

本研究は、裁量労働制の制度の趣旨に適

った対象業務の範囲や働く方の裁量と健康

を確保する方策等についての検討に資する

ため、専門業務型及び企画業務型それぞれ

の裁量労働制の適用・運用実態や裁量労働

制の適用・非適用による労働時間の差異等

を分析することを目的としている。 

具体的には、裁量労働制実態調査の調査

票情報を基に、回帰分析、マッチング推定

等の計量経済学的な手法を用いて統計分析

を行う。調査票の集計においては、従業員

規模・産業等の回答者属性と回答データを

単純にクロスした回答分布上の姿は見るこ

とができるが、どういった要因によってそ

のような結果がもたらされたのかを解明す

ることはできず、本研究で初めて可能とな

るものである。 

裁量労働制適用事業場及び適用労働者を、

その比較対象となり得る裁量労働制の対象

業務がある非適用事業場及び非適用労働者

と同時に調査した結果を分析したものはこ

れまでなく、裁量労働制の適用・非適用に

よる差異を分析する点において、本研究に

より新たな知見が明らかになるものと考え

られる。 

 

 

Ｂ. 研究方法 

Ⅰ 分析対象 

 統計法に基づき提供を受けた厚生労働省

による裁量労働制実態調査の調査票情報を

対象とする。本調査の調査票は労働者票と

事業場票の２種類があり、それぞれ裁量労

働制の適用を受けたものと適用を受けてい

ないものの２種類があるため、合計４種類

の調査から成る。計量経済学的分析を行う

ため、労働者票で分析の対象としたサンプ

ルは、調査票情報のうち以下の観測値を落

として構成した（判別不明回答も欠損値と

した）。 

・復元倍率が０または欠損値となっている

観測値 

・分析に用いる以下の被説明変数に欠損値

をもつ観測値 

- 週あたり労働時間、仕事のある日の睡

眠時間、仕事のない日の睡眠時間、１

日あたり睡眠時間、年収の対数値、労

働時間の変化、健康状態の変化、健康

状態、メンタルヘルス、働き方 

- 週あたり労働時間が 168 時間を超える

ものには欠損値処理 

- 仕事のある日の睡眠時間・仕事のない

日の睡眠時間が、24時間を超えるもの

には欠損値処理 

- 実労働時間を週 8 日と答えたものには

欠損値処理 

・分析に用いる以下の処置変数に欠損値を

もつ観測値 

- 裁量労働制適用の有無、前年適用だっ

たかどうか、裁量労働制の適用年数 

- 裁量労働制開始を 1888 年以前と答え

たものには欠損値処理 

・分析に用いる以下の説明変数に欠損値を

もつ観測値 

- 労働状況の把握方法、性別、年齢、学

歴、配偶者・子供の有無、勤続年数、

役職、職種 

・サブサンプル分析で用いる以下の変数に

欠損値をもつ観測値 

- 業種が企画型かどうか、課長クラス以

上かどうか、未就学児がいるかどうか 

また、事業場票については、以下の観測

値を落としてサンプルを構成した（判別不

明回答も欠損値とした）。 

・復元倍率０または欠損値となっている観

測値 

・分析に用いる以下の被説明変数に欠損値

をもつ観測値 

- １人１日あたり労働時間 

- １人１日あたり労働時間が 24 時間を

超えるもの・負のもの：欠損値処理 



3 

 

- １人１日あたり労働時間のどの職種の

欄も回答がなかったもの：欠損値処理 

・分析に用いる処置変数である裁量労働制

の適用の有無について欠損値をもつ観測

値 

・分析に用いる以下の説明変数に欠損値を

もつ観測値 

- 企業全体の常用労働者数、事業場の常

用労働者数、短時間労働者数、事業の

種類、支社かどうかおよび決定権・独

自性があるかどうか、労働組合の有無 

 上記を踏まえたサンプルサイズとしては、

適用労働者票が 38,869、非適用労働者票が

33,940である（表１）。 

 

Ⅱ 分析方法 

裁量労働制実態調査の調査票情報を用い

て、以下の２次分析を行う。 

一つは専門業務型及び企画業務型それぞ

れの裁量労働制の適用・運用実態について、

適用労働者と非適用労働者では労働者属性

や職場属性がどのように異なるかを明らか

にするための分析を行う。この目的を達成

するために、労働者属性や職場属性を示す

連続変数（例えば従業員規模など）並びに

カテゴリー変数（例えば産業分類など）を

調査票情報より作成する。そのうえで、適

用労働者と非適用労働者の別にこれらの連

続変数やカテゴリー変数の平均値を比較し

それらが統計的に優位に異なるかどうかを

検定する。さらに適用労働者と非適用労働

者の別を示すダミー変数をこれら属性変数

にプロビットモデルなどを使って多重回帰

することによって、どのような属性の労働

者が裁量性の適用労働者となりやすいのか

を分析する。より具体的には適用労働者

𝐷𝑖 = 1、非適用労働者を𝐷𝑖 = 0とするダミー

変数を定義し、定数項並びに労働者属性や

職場属性を示す変数を含むベクトル𝑋𝑖を定

義したときに 

𝐸(𝐷𝑖|𝑋𝑖) = Φ(𝑋𝑖𝛽) 

というプロビットモデルを想定しパラメー

タベクトル𝛽を最尤推定する。なお予測値

Φ(𝑋𝑖β̂)は傾向スコアとなる。 

もう一つの分析では、裁量労働制の適用・

非適用による労働時間など就業条件の差異

について分析を行う。この際には適用労働

者と非適用労働者では労働者属性や職場属

性が異なることに留意する。具体的には先

に述べた労働者属性や職場属性を示す連続

変数並びにカテゴリー変数をコントロール

変数とする多重回帰やマッチング推定を行

うことを通じて裁量労働制を適用されるこ

とが労働条件にどのような影響を与えるか

できる限り因果関係を示すような形で明ら

かにする。より具体的には労働時間など就

業条件を示す変数を𝑌𝑖としたときに線形モ

デル 

𝑌𝑖 = 𝛼𝐷𝑖 + 𝑋𝑖𝛾 + 𝑢𝑖 

を最小二乗法で推定する。なおこの推定法

では、線形性の仮定が強く、適用労働者と

非適用労働者で属性𝑋𝑖の分布が重なってい

ない状況でも裁量労働制適用の効果を測定

できてしまうという問題を回避できない。

すなわち適用労働者になる可能性が低い非

適用労働者を制御群に含めた分析を行って

しまう可能性を排除できない。この問題を

回避するために傾向スコアマッチング分析

を行う。この際には傾向スコアの重なりに

十分な配慮を行い処置群が制御群と似た属

性を持つ者たちとなるように処理を行う。

適切に選択された制御群を用いたうえで平

均処置効果は次のように計算される。 

𝐴𝑇𝑇 =
1

∑ 𝐷𝑖𝑖
∑ (𝑌𝑖 −𝑊(𝑖, 𝑗)𝑌𝑗)

𝑖:𝐷𝑖=1

 

なお、ここで i は観察値への添え字であり

Diは処置群に属する個人に対して 1を取り

制御群に属する個人に対して 0 を取る日変

数である。また𝑊(𝑖, 𝑗)は処置群に属する個

人 i に統制群に属する個人 j を割り付ける

際に用いられる重みである。最近傍マッチ

ング、半径マッチング、カーネルマッチン
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グなど様々な手法を試し結果の頑健性につ

いても検証する。 

 

Ｃ. 研究結果 

Ⅰ 適用労働者と非適用労働者の比較 

具体的な分析に移る前に、まずは本研究

におけるサンプルを用いた集計を行い、非

適用労働者と適用労働者を比較した結果を

概観しておきたい。 

 

1)裁量の程度 

業務遂行における裁量の程度については、

①業務の目的、目標、期限等の基本的事項、

②具体的な仕事の内容・量、③進捗報告の

程度、④業務の遂行方法、時間配分等、⑤

出退勤時間の５つについて分析をしたとこ

ろ、「上司に相談の上、自分が決めている」

と「上司に相談せず、自分が決めている」

と答えた割合の合計は、どれも適用労働者

の方が非適用労働者よりも高く、全体とし

て適用労働者の方が裁量の程度が大きいこ

とがうかがえる。（表 2-1～2-5） 

 

2)労働時間・睡眠時間・年収 

まず、週当たりの労働時間について、適

用労働者と非適用労働者の観測値の分布は

表 3 のとおりであるが、ここで、１週間あ

たりの労働時間で比較してみると、適用労

働者の平均の方が非適用労働者の平均より

も約２時間労働時間が長いという結果にな

っている。また、睡眠時間については、仕

事のある日の睡眠時間は適用労働者の方が

わすかに短いが、仕事のない日の睡眠時間

は適用労働者の方が若干長く、合計でみた

１日あたりの睡眠時間については適用労働

者と非適用労働者でほとんど差がなかった。

さらに、年収について、カテゴリーごとの

中間値の自然対数をとった値で比較すると、

適用労働者の方が約２割高いという結果に

なっている。ここから、適用労働者の方が

１週間あたりの労働時間は長い傾向にある

が、その一方で年収では高くなっているこ

とがうかがえる。（表 4） 

 

Ⅱ 労働者票についての回帰分析 

Ⅰ)１週当たり労働時間 

まず、労働者票に関し、労働時間（の状

況）の把握方法、性別、年齢、学歴、配偶

者の有無、子どもの有無・年齢、勤続年数、

勤務先での役職、職種を制御変数とし、１

週当たりの労働時間及び１日当たりの睡眠

時間を被説明変数とする回帰分析を行った。

結果として、制御変数を制御しない場合に

は約 2.2 時間の裁量労働制の適用労働者の

方が労働時間は長いが、制御変数を制御し

た場合、裁量労働制の適用により労働時間

が約 1.3 時間増加することが明らかになっ

た。制御変数を制御した場合に労働時間の

差が縮まることから、もとより労働時間が

長いタイプの属性の労働者が裁量労働制の

もとで働いているということがあり、属性

を制御することがきわめて重要な操作であ

ることがわかる。その一方で、企業による

固定効果を勘案した分析は同一企業内で比

較可能な労働者のうち適用労働者と非適用

労働者を十分確保できず精確な推定はでき

なかった。（表 5-1） 

このうち、１週当たり労働時間について、

専門型と企画型別に見てみると、裁量労働

制が適用されている労働者の方が専門型で

約 1.2 時間、企画型で約 2.4 時間長くなっ

ていた。また、課長クラスで区切った役職

別に見ると、課長クラス未満は裁量労働制

の適用を受けている方が約 1.5 時間長かっ

たが課長クラス以上はほとんど変わらなか

った。なお、子どもの有無別で見た場合は、

どちらも裁量労働制適用により 1.2～1.3

時間長くなっていた。ここから、業務別に

見た場合には専門型裁量労働制の適用より

も企画型裁量労働制の適用の方が労働時間

が長くなる傾向にあり、役職で見た場合に

は課長クラス未満であれば裁量労働制の適
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用により労働時間が長くなる傾向にあるが

課長クラス以上であれば大きな差は見られ

ず、また未就学児の子どもの有無による労

働時間の増加の傾向にはあまり差がなかっ

た、という結果が得られた。（表 5-2） 

以上のことから、労働者全体で見たとき

に裁量労働制の適用が労働時間の増加に影

響を及ぼすこと、その影響は企画型の場合、

課長クラス未満の場合に大きいということ

である。 

 

2)睡眠時間 

裁量労働制の適用では睡眠時間はほとん

ど変わらないという結果となった。また、

仕事のある日とない日でその影響にほとん

ど差がないことが明らかになった。（表 6） 

 

3)年収 

労働者の年収について、自然対数値を取

って計算した場合、制御変数を制御すると

裁量労働制適用労働者の方が年収が約 13％

高くなっており、非適用労働者と比べて賃

金面ではよりよい処遇を受けている傾向に

あるがわかった。ただし、この推定値の大

きさは企業固定効果を入れた推定では半減

する。（表 7） 

 

4)労働者の健康状態 

 裁量労働制適用労働者の健康状態につい

て、非適用労働者と比べた場合に、「良い」

「まあ良い」と答えた割合がわずかに高く、

裁量労働制適用の方が健康状態について良

いと答える確率が高くなっていた。他方で、

健康状態が良いため裁量労働制で働いてい

ることも考えられ、必ずしも因果関係を示

しているものではない。（表 8） 

メンタルヘルスに着目した分析としては、

裁量労働制適用労働者と非適用労働者とで

全体に大きな差は見られないが、仕事につ

いての不安感の項目は減少傾向にあった。

（表 9-1～9-5）また、これらのメンタルヘ

ルスに関する各項目についての点数を合計

して見た場合にも適用労働者の健康状態が

非適用労働者と異なるとまではいえないこ

とが明らかになった（表 9-6）、合計スコア

を直接被説明変数とした分析においても結

果は同様である（表 9-7）ことから、メン

タルヘルスが悪化する傾向にあるとまでは

言えないと考えられる。 

 

Ⅱ）事業場票についての回帰分析 

事業場における人数加重平均の労働時間

について、制御変数を事業場の労働者数、

事業の種類、本社・支社の区別、労働組合

の有無として、裁量労働制対象業務ごとに

見た場合、業務によっては十分なサンプル

サイズが得られておらず正確な推計ができ

ていない点については留意すべきだが、ほ

とんどの対象業務で程度の差こそあれ適用

事業場の平均労働時間の方が非適用事業場

より長くなる結果となった。（表 10） 

 

Ⅲ）前年からの変化についての分析 

 労働者票においては、調査項目の中で週

あたりの労働時間と健康状態について、昨

年からの変化に関する設問を設けているた

め、前年からの変化として前年も今年も裁

量労働制の適用を受けていた「適用→適用」

ダミーと、昨年は裁量労働制の適用を受け

ていなかったが今年は適用を受けている

「非適用→適用」のダミーを利用して分析

を行った。 

 ここでまず、変化の回答に着目した分析

を行うに当たりサンプル変更の影響を確認

しておきたい。週あたり労働時間について

は表 11、健康状態については表 12 のとお

りで、分析サンプル変更の影響は認められ

ない。 

 

1)労働時間の変化 

変更後のサンプルで前年からの労働時間

の変化について階差推定を行ったところ、
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非適用→適用では前年からの労働時間の変

化がプラスであるが、適用→適用ではマイ

ナスであり、非適用から適用に転じた場合

には労働時間が増加しているが、引き続き

裁量労働制の適用を受ける場合には労働時

間が短くなっているという結果であった。

（表 13） 

次いで、労働時間の変化の認識について

見てみると、非適用→非適用と比較した際

に、上記を裏付ける形で、非適用→適用で

は労働時間が変わらない労働者の割合は減

少し労働時間が増えた労働者の割合は増加

している。他方、適用→適用では、労働時

間が増えた労働者の割合が減少している。

（表 14-1） 

以上のことから、裁量労働制の適用を受

けた年の前後で労働時間を比較すると、平

均としてはたしかに増加しており、認識の

面でも労働時間が増加したと考えるものが

増えることが確認できる。その一方で、適

用が継続すると労働時間は実際上も認識上

も減少する傾向がある。これをさらに類型

別に見ていくと、企画型では非適用→適用

で労働時間が増加する傾向と減少する傾向

がほぼ同程度に確認できる。（表 14-2） 

次に、役職別に見た場合、課長クラス未

満でも課長クラス以上でも、非適用→適用

で労働時間が増加する傾向にある。（表 14-3）

続けて、未就学児の子どもの有無別に見た

場合、子どもがいない労働者では非適用→

適用で労働時間が増える傾向にあるのに対

し、子どもがいる労働者では労働時間が減

ったと回答した労働者の割合が増加してい

る。（表 14-4） 

これらのことから、裁量労働制の適用前

後の労働時間を比較した場合に、全体とし

ての労働時間はたしかに増加する傾向にあ

るが、労働者の属性（専門型・企画型、役

職、子どもの有無）次第で労働時間が増え

る場合もあれば減る場合もあり、裁量労働

制の適用だけをもって労働時間が増加する

とは言いがたく、業務の性質や社内の役職、

労働者個人の生活状況等労働者を取り巻く

状況に合わせて労働時間が調整される度合

いが強まったと考えることができる。 

 

2)健康状態の変化 

健康状態の変化については、非適用→適

用で健康状態がよくなったと回答した労働

者の割合は増加し、悪くなったと回答した

労働者の割合は減少した。他方で、適用→

適用の変化を見てみると、ほとんど差はな

かった（表 15）。このことから、裁量労働

制の適用をもって直ちに健康状態が悪化す

るとは言いがたく、健康状態の好転を感じ

る労働者も中にはいる、ということが言え

る。 

 

3)適用年数を用いた分析 

これまでの分析は、裁量労働制の適用の

前年との回答状況を比較することで、適用

前後の労働時間等の変化を分析するもので

あったが、裁量労働制の適用から数年経過

した後の状況という観点からの分析結果で

はない。そこで、裁量労働制の適用年数に

着目した労働時間等の変化についても同様

に回帰分析を行った。 

裁量労働制の適用年数の分布は表 16-1

のとおりであるが、週当たり労働時間を被

説明変数として分析を行った結果、適用１

年目・２年目・３年目と４年目以降での週

あたり労働時間は、年数によって程度の差

が出つつもいくらか増加する傾向にあった。

一方で、適用１年目から２年目にかけては、

労働時間が減少するという傾向も見られた

（表 16-2）。 

また、年収の自然対数値を被説明変数と

した分析の結果としては、適用１～３年目

にかけては増加する傾向にあり、４年目以

上だと増加の傾向がやや弱まるものの、全

体としては年収が非適用労働者の平均より

約 10％～20％前後高くなるという結果であ
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った（表 16-2）。 

次いで、睡眠時間については、仕事のあ

る日・仕事のない日ともに、適用１年目か

ら２年目にかけては増加の傾向にあるが、

３年目で一旦その傾向が弱まり、４年目以

降でまた増加傾向が強まる、という結果で

あった（表 16-3）。 

これらのことから、適用年数を用いた回

帰分析の結果としては、全体としては労働

時間・睡眠時間・年収のいずれも非適用労

働者の平均より増加する傾向はあるが、適

用年数の増加に単純に比例する形で増加す

るものではない、ということがわかった。 

 

Ⅳ）異質性分析について 

裁量労働制の適用が労働時間に与える影

響の推定を行うに当たって、ここまで回帰

分析を行い、説明変数が被説明変数にどの

ような影響を与えているかを全体の平均と

いう形で見てきたが、実際に裁量労働制の

適用が労働者に与える影響は一様ではなく

ばらつきがあると考えられることから、ど

のような属性の労働者に対する影響が強い

かを評価する異質性の分析を試みることと

する。 

まず、以下のような条件付き処置効果を

推定することとする。𝑌𝑖(1)を裁量労働制が

適用された場合の被説明変数とし、𝑌𝑖(0)を

裁量労働制が適用されていない場合の説明

変数とすると、裁量労働制の適用による処

置効果は以下のとおり表される。 

𝜏(𝑥) = 𝐸[𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0)|𝑥] 

いま、被説明変数を裁量労働制の適用によ

る週当たり労働時間の増加時間数として、

推定された処置効果の分位点となる説明変

数に基づき分類をすることで、個別の説明

変数が与える因果効果を推定した。ここか

ら、専門型裁量労働制適用労働者において

は、適用労働者の年齢が 39歳未満（適用労

働者全体の 45％）であることが労働時間の

増加幅に影響を及ぼしており、さらにその

うち労働時間の把握方法がタイムカード・

ICカードでないグループの場合（適用労働

者全体の 20％）ではより労働時間が増加す

る傾向にあるということがわかる。他方で、

39歳以上の適用労働者については、勤続年

数 16 年以上が労働時間への効果の分位点

として推定され、16年未満であるグループ

の方が労働時間数の増加幅が大きいという

結果になっている。（図 17-1） 

 企画型裁量労働制適用労働者においては、

まず労働者の年齢が 44 歳未満である場合

により裁量労働制の適用により労働時間の

増加が大きくなり、そのうち 40歳未満のグ

ループだとより労働時間の増加が見られる。

（図 17-2） 

 このように分類されたサブサンプルを分

析した結果は表 18 のとおりであり、専門

型・企画型とも 40歳に満たない年齢という

属性だと裁量労働制による労働時間が増加

する傾向が見られるほか、とりわけ専門型

では労働時間の把握方法がタイムカード・

ICカードでない労働者では労働時間が増加

する傾向にあることがわかった。また、企

画型においては、年齢に加えて勤続年数が

短いことも労働時間の増加に影響を与えて

おり、労働者の属性によって裁量労働制の

適用の効果が異なることが確認された。 

これについては、背景として労働者の年

齢・勤続年数が低い方がより業務量も多く

なりがちでその分労働時間が長くなりやす

いということや、タイムカード・ICカード

といった原則的な方法以外の時間管理の方

法だと労働時間の管理が甘くなるおそれが

あるほか、PCのログイン・ログアウトで管

理することにより厳密な労働時間管理がな

されるようになった結果長くなる傾向にあ

る、というような可能性が考えられるだろ

う。 

 

Ⅴ）自由記述について 

 今回の調査においては、事業場・労働者
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双方に対して、裁量労働制の見直しに対す

る意見や現在の働き方というものについて

自由回答欄を設けており、その自由記述の

内容がどのようなものであったかの分析を

試みるため、テキスト分析を行った。 

適用／非適用の事業場／労働者それぞれ

の調査の該当の設問に対する自由記述の内

容を設問ごとにわけることなく調査ごとに

ひとまとめにしたテキストデータの中から、

意味のない単語を削除したうえで、どのよ

うな単語の出現頻度が多いかという観点で

データを解析して単語をプロットした結果

が図 19-1～図 19-9のとおりである。 

 

(1)事業場と労働者全体の分析 

まず、事業場の自由記述をみると、非適

用事業場では労働に関する全般的な単語の

頻度が比較的高いのに対し、適用事業場で

は「業務」のような語はありつつも、「研究」

「科学」「教授」といった（とりわけ専門型

の）裁量労働制の対象業務に関する単語の

出現頻度が高くなっていた。一方、労働者

の自由記述をみると、適用労働者と非適用

労働者とで出現頻度の高い単語にそれほど

違いはなく、労働に関する全般的な単語の

頻度が高く事業場の回答には見られない

「残業」という言葉が比較的上位に見られ

た。（図 19-1、19-2） 

 

(2)週あたり労働時間別の分析 

 次に、労働時間による差異を見るために、

週あたり労働時間が 60 時間以上かどうか

でプロットされた単語を比較することとす

る。まず、週あたり労働時間が 60時間未満

の適用労働者については、上位に「労働」

「裁量」「時間」のような全般的な単語が並

んでおり、単語の頻度やグラフの形も適用

労働者全体と大きな違いはないのに対し、

60時間以上については「残業」の出現頻度

が高くなっているというような違いが見ら

れる。このことから、労働時間が長い労働

者に関しては、残業という言葉が相対的な

頻度としては高く出ており、分析の有効性

を示唆するものであることがうかがえる。

また、非適用労働者については、週あたり

60時間以上・未満ともに出現頻度が高いも

のは全般的な単語であり、時間数で大きな

差がないという結果であった。（図 19-3、

19-4） 

 

(3)年齢別の分析 

 労働者の年齢別に 40歳以上・未満でみた

ときの分析においては、適用労働者では出

現頻度上位の単語はほぼ同じであったが、

40歳未満では「時間」の頻度がやや高くな

っていた。非適用労働者では、40歳以上と

未満とで顕著な違いまでは見出せなかった。

（図 19-5、19-6） 

 

(4)裁量労働制及び仕事の満足度別の分析 

 裁量労働制に対する満足度別に適用労働

者の回答を分析した場合、満足度が高い労

働者も低い労働者もともに同じような単語

の出現頻度が高く、特定の単語の出現に対

し満足度の違いが現れているとは言いがた

い。裁量労働制への満足度にかかわらず同

じような観点での記述がなされていた傾向

にあるという結果だった。（図 19-7） 

また、今の仕事への満足度別に分析する

と、適用労働者では満足度にかかわらず同

じような単語の出現頻度が高く、これも満

足度の差を自由回答の内容に求めるところ

にまで至らないが、非適用労働者では満足

度が低い方では「業務」の出現頻度が他の

単語よりも高く、かつ満足度が高い方と異

なり「上司」や「評価」の出現頻度が比較

的上位に来ている。（図 19-8、19-9） 

 

Ⅵ）傾向スコアによるマッチング推定につ

いて 

ここまでの分析の結果の頑健性を確かめ

るために、処置群を適用労働者、対象群を
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非適用労働者として傾向スコアによるマッ

チング分析を行う傾向スコアマッチングに

あたって、労働時間の状況の把握方法、性

別、年齢、学歴、配偶者、子どもの有無・

年齢、勤務年数、勤務先での職種といった

ものを共変数とし、週当たり労働時間を結

果変数とし、最近傍マッチングにより前後

の傾向スコアを比較したものが図 19 であ

る。これを元に以下、労働時間等について

複数の方法によるマッチング推定の結果を

みていく。 

まず、労働時間については、どのマッチ

ング法においても適用労働者の方が週あた

り労働時間が約 1.4 時間長いという結果に

となり（表 20-1）、これは労働時間に対す

る回帰分析の結果と近しいものとなった。

また、睡眠時間については、仕事のある日

の睡眠時間は適用労働者の方がわずかに短

く、仕事のない日の睡眠時間は適用労働者

の方がわずかに長いという結果で、平均し

た１日の睡眠時間は適用労働者と非適用労

働者の差はごくわずかに適用労働者の方が

短いというものであった（表 20-2～20-4）。

これについては、回帰分析の結果ではいず

れもわずかに適用労働者の方が長いという

ものであったが、差がわずかにしかないと

いう点においては一致しているものである。

次に、年収については、適用労働者の方が

どのマッチング方法においても約 11％高く

なっており（表 20-5）、これは回帰分析の

結果とも整合するものである。 

 

 

Ｄ.考察およびＥ.結論 

上記のとおり、裁量労働制の適用が労働

時間等に与える影響を分析した結果からは、

以下大きく３点のことが結論づけられる。 

第一に、労働時間については、裁量労働

制の適用労働者の方が労働時間が長くなる

ことが推定され、階差推定の結果からも裁

量労働制の適用を受けることで前年からの

労働時間が増加することが見て取れるが、

他方で労働時間の変化は適用労働者の属性

によっても異なるものであり、労働時間が

増える人もいれば減る人もいて、増加の状

況についても裁量労働制の対象業務や役職

等により変わりうる。 

第二に、健康状態について、適用労働者

と非適用労働者及び適用の前後において大

きな差は見られなかった。メンタルヘルス

の分析においても、裁量労働制の適用によ

って悪化していると言えるまでの傾向は見

られず、睡眠時間についても適用労働者と

非適用労働者とでほぼ変わらない結果とな

り、裁量労働制の適用が労働者の健康状態

に影響を及ぼしているとまでは結論づけが

たいものであった。 

第三に、処遇その他について、裁量労働

制の適用を受けて適用労働者の方が年収が

10％強高いということが、回帰分析の結果

及びマッチング推定の結果として裏付けら

れ、非適用労働者と比べて一定程度処遇面

での差があることがわかった。また、労働

者からの自由回答については、これ自体の

サンプル数が多いものではないということ

もあるが、テキスト分析の結果として、裁

量労働制の適用に対する満足度別にみたと

きに特定の単語に正負の意味づけを見いだ

せるものではないが、それぞれ同じような

観点からの意見の傾向にあるという点につ

いては確認することができた。 

今回、裁量労働制の実態を把握するため

に実施された初めての政府一般統計である

裁量労働制実態調査の結果から、以上のよ

うな分析の結果が導き出された。今回の研

究の知見は、今後の裁量労働制の検討等に

おいて活用されることが期待されるものと

考えられる。 

 

 

Ｆ. 健康危険情報 

 なし 
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Ｇ. 研究発表 

 Daiji Kawaguchi, Keisuke Kawata and 

Takahiro Toriyabe,"An Assessment of 

Abenomics from the Labor Market 

Perspective," Asian Economic Policy 

Review, 2021 (forthcoming). 

 

Ｈ. 知的所有権の出願・登録状況 

 なし 
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